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ケアステーション ピース安中 第１号通所事業（通所型サービス） 重要事項説明書 

 

    様 

 

 あなたに対するケアステーションピース安中（以下「当施設」という。）が行う通所介護を提供

するにあたって、次のとおり説明します。この内容は､重要ですから､十分理解されるようお願いし

ます。 

 

１ 施設の概要 

 （１）事業者の概要 

   ①事業者の概要 

      医療法人社団 三思医光会 

   ②主たる事務所の所在地 

           群馬県みどり市笠懸町阿左美１１５５ 

   ③代表者 

      駒井 太一 

 

 （２）施設の名称等 

   ①施設名称      ケアステーションピース安中 

②開設年月日     平成１６年８月１日 

   ③施設の所在地    安中市中宿２１８０－２ 

   ④介護保険事業所番号 １０７１１００２９９ 

   ⑥電話番号等     ０２７－３８０－５０２０ 

   ⑤管理者       神澤 幸一 

   ⑦建物        鉄骨平屋建て         延床面積   

        デイルーム         ９４．３６㎡ 

浴室            ２４．４０㎡ 

              機能訓練室         ５５．７３㎡ 

   ⑧利用定員      ３５名                

 

２ 施設・事業の目的及び運営の方針 

① 目的 

         日常生活支援総合事業は、要支援者が居宅においてその有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるように､日常生活支援総合事業計画等に基づいて、機能

訓練、その他必要な日常生活上の世話を行うことにより要介護者の心身機能の維持、

及び要介護者の家族の身体的及び精神的負担を軽減することを目的とします。 

 

② 運営の方針 

１） 当施設は､利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場にたって日常生活支援

総合事業（以下「通所型サービス」という。）を提供します。 
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     ２）当施設は､明るく家庭的な雰囲気を有するよう努めるとともに、特に地域及び家庭

との結びつきを重視し、積極的に地域との交流に努めるものとします。 

     ３）当施設は、利用者が良質で総合的なサービスの提供を受ける事ができるよう、市町

村、他の介護保険施設、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者その他の保険・医

療・福祉サービスを提供する者との密接な連携を図ります。 

     ４）当施設の従業者は、通所型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用

者及びその家族に対し、生活上必要な事項について、理解しやすいように指導又、は

説明をします。 

 

３ 職員体制 

①  管理者   １名 

（併設短期入所生活介護の管理者と兼務） 

     管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。 

① ②  従業者 生活相談員 ３名以上（利用者及び家族の相談に応じるとともに、事業所 

内のサービスの調整、居宅介護支援事業者等との連携調整を行なう） 

        介護職員 ８名以上（入浴、排せつ、食事の介助等、日常生活に必要な 

        支援及び介護を行なう） 

             看護職員 １名以上（利用者の健康管理及び心身状態の把握を行なうと 

             ともに衛生管理等の業務を行なう） 

機能訓練指導員 １名以上（日常生活を営むのに必要な機能を改善又は維持す 

るための機能訓練を行なう） 

    ※管理者：神澤幸一 

    ※生活相談員：須藤洋子、石井政子、関口麻美、星野裕美 

     サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出下さい。 

 

４ 介護予防通所介護の営業日及び営業時間 

   営業日       月曜日～土曜日（祝祭日、年末も営業、１月１日のみ休み）。 

   営業時間      午前８：３０～午後５：３０ 

   サービス提供時間  午前９：００～午後４：３０ 

 

５ 施設サービス等の内容   

① 通所型サービス計画書の立案 

② 食事：昼食 １２時～（食事は原則として食堂でおとりいただきます。） 

③ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。利用者の身 

体の状態に応じて清拭となる場合があります。） 

④介護・看護 

⑤機能訓練 

⑥レクリエーション 

⑦相談援助 

⑧その他 

※これらのサービスの中には、利用者の方から基本料金とは別に利用料金を頂くものもあり

ますので、具体的にご相談下さい。 
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６ 利用料等の額 

 

①  介護保険自己負担額 

要介護度 
１月あたりの利用料 

１割 ２割 ３割 

事業対象者または要支援１ １，７９８円 ３，５９６円 ５，３９４円 

要支援２ ３，６２１円 ７，２４２円 １０，８６３円 

 １日あたりの利用料（日割り適用時） 

１割 ２割 ３割 

事業対象者または要支援１ ５９円 １１８円 １７７円 

要支援２ １１９円 ２３８円 ３５７円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※利用者の負担割合に応じた料金を算定します。 

※施設に適応した加算料金を算定いたします。 

 

 

 

 

 

加 算 １割 ２割 ３割 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 

事業対象者または要支援 1 

８８円/月 １７６円/月 ２６４円/月 

要支援２ 

１７６円/月 ３５２円/月 ５２８円/月 

サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 

事業対象者または要支援１ 

７２円/月 １１４円/月 ２１６円/月 

要支援２ 

１４４円/月 ２８８円/月 ４３２円/月 

サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 

事業対象者または要支援１ 

２４円/月 ４８円/月 ７２円/月 

要支援２ 

４８円/月 ９６円/月 １４４円/月 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） １月につき所定金額に９．２％を乗じる 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） １月につき所定金額に９．０％を乗じる 

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） １月につき所定金額に８．０％を乗じる 

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） １月につき所定金額に６．４％を乗じる 
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② その他の料金 

 

 

 

 

 

 

 

７ 施設利用に当たっての留意事項 

 ①食事 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりいただ

きます。食費は保険給付外の利用料と位置づけられていますが、同時に、施設は利用者の

心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、その実施には

食事内容の管理が欠かせませんので、食事の持ち込みはご遠慮いただきます。 

②面会 面会時間は、午前８時３０分から午後５時３０分までです。面会の際は「来所者カード」

に必要事項を記入して下さい。また、緊急の際はこの限りではありません。 

③飲酒 原則として禁止です。但し、事前に管理者に、申し出た上で了解を得ている場合は飲酒

を認めます。 

 ④喫煙 施設内での喫煙は禁止です。屋外の指定された場所で喫煙してください。 

 ⑤火気の取扱い 喫煙する為の煙草やライター等の火気類は当施設の従業員が管理いたします。 

また、火気類等、危険物は、施設内に持ち込まないようお願いします。 

 ⑥設備、備品  当施設の設備や備品を使用する際は破損、紛失等に注意してください。 

⑦金銭、貴重品 原則としてお持ちにならないようお願いします。お持ちになった場合は事務室

内の金庫にて保管させていただきます。また、盗難や紛失等に際しては当施設

において、責任を負いかねます。 

⑧通所型サービス利用中の他科受診 

介護保険制度において当該施設での、受診送迎、受診介助は認められていません。 

必要時はご家族様等で対応をお願いいたします。但し、緊急時等、やむを得ない理由 

がある場合等はこの限りではありません。 

 

８ 事故発生時及び緊急時の対応 

   ①サービス提供により事故が発生した場合、当施設は利用者に対し必要な措置を講じます。 

   ②利用者の状態又は、状況により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機

関又は、専門的機関での診察を依頼します。 

   ③通所型サービスを利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は利用者等が予め

指定する者に対して、緊急に連絡します。 

  ※緊急時の連絡先：緊急の場合には「利用同意書（別紙１）」に記入した連絡先に連絡します。 

 

９ 協力医療機関 

  当施設では、下記の医療機関や診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、

速やかに対応をお願いするようにしています。 

      ・ひぐち内科クリニック       高崎市正観寺町２０８ 

 

食費（昼食） ６９０円 

食費（おやつ） １００円 

紙パンツ ２００円／枚 

尿取りパット ６０円／枚 

教養娯楽費・その他 必要分 
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１０ 身体の拘束等 

   ①当施設は原則として利用者に対し身体拘束を行いません。 

   ②利用者が自傷他害の恐れがある緊急やむを得ない場合は、施設管理者が判断し、身体拘束

その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、次の手順によ

り行います。 

    １）管理者は、あらかじめ、利用者等にやむを得ず身体拘束をする利用者の心身の状況並

びに拘束の態様及びその時間等、緊急やむを得ない理由等を説明し、その同意を得る

ものとします。あらかじめ同意を得ることができなかったときは、身体拘束後直ちに、

同意を得ます。 

    ２）施設の従業者が、管理者の指示に基づき利用者の指示に基づき利用者の身体拘束をし

たときは、サービスの提供内容に係る記録に利用者の心身の状況、身体拘束の態様及

びその時間、その他特記事項を記載するものとします。 

 

１１ 非常災害対策 

  ・防災設備  スプリンクラー 消火器、消火栓、自動通報装置等 

  ・防災訓練  年２回  その他、普通救命訓練、呼集訓練等適宜実施 

 

１２ 禁止事項 

  当施設では、多くの方に安心して利用していただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、

特定の政治活動」は禁止します。 

 

１３ 要望及び苦情等の相談 

  当施設には生活相談の専門員として生活相談員が勤務していますので、お気軽にご相談下さい。 

電話番号  ０２７－３８０－５０２０ 

 ＦＡＸ番号 ０２７－３８０－５０２１ 

  要望や苦情などは、苦情・要望受付担当者にお寄せいただければ、速やかに対応いたしますが、

所定の場所に備え付けられた「ご意見箱」をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただくこ

ともできます。 

 

◇安中市保健福祉部 介護高齢課 

  対応時間平日 ８:３０～１７：１５ 

電話番号   ０２７－３８２－１１１１(代表) 

ＦＡＸ番号  ０２７－３８１－０５０３ 

◇高崎市の介護保険担当課 

  対応時間平日 ８:３０～１７：００ 

電話番号   ０２７－３２１－１１１１(代表) 

ＦＡＸ番号  ０２７－３２７－７３８７ 

◇群馬県国民健康保険団体連合会苦情処理相談窓口 

対応時間平日 ９：００～１６：００ 

電話番号   ０２７－２９０－１３２３ 

ＦＡＸ番号  ０２７－２５５－５０７７ 
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１４ 利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 

① 利用者の意見を把握する体制・・・あり（通所型サービス事業所の玄関入口に意見箱設置） 

   結果の開示・・・なし 

②第三者による評価の実施・・・なし 

 

事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項を説明し交付しました。 

 令和  年  月  日 

         ＜事業者＞ 住 所 安中市中宿２１８０－２ 

               名 称 ケアステーション ピース安中 

               説明者            印 

 

私は、事業所より上記の重要事項について説明を受け、同意し交付を受けました。 

令和  年  月  日 

 ＜利用者＞         住 所                      

 

氏 名            印 

 

＜署名代行者＞        住 所                      

 

氏 名            印（続柄    ） 


